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序

本稿では、学校教育と社会教育の統合の基盤に

地域生活をおいている。生涯学習論は、学校教育

と社会教育の両側面を統合した概念である。統合

論の基盤に、地域生活をおいたことは、生涯学習

論を社会権的市民協同性の論理から公教育論を明

らかにするためである。社会権的市民協同性の論

理とは、社会経済的状況との関連で地域生活を具

体的に明らかにすることである。

本論の社会権は、地域生活との関連をもって展

開するということから、地域の自立的発展の権利

の内容も含んでいる。社会権が市民的自由と矛盾

するものではなく、市民的自由を集団的連帯・自

立のなかでしか実現できないということである。

また、その実現は参加民主主義と協同性という生

涯学習の論理を基盤にするということで、中央集

権の官僚的な国家・自治体機構の論理でない。

本論の地域生活論は、階級・階層論からの国際

化した国家独占資本主義における貧困化と社会化

に即して、地域生活論との関連で公教育が果して

きた役割を学習権保障論から問題にしていく。こ

の研究方法は、実証的な地域研究によっている。

本論の生涯学習論は、ジェルピの抑圧と解放の

弁証法からの生涯教育論から出発しており、ジェ

ルピの生涯教育論を日常的な地域生活の矛盾構造

のなかで実証的に明らかにする方法をとってい

る。しかし、ジェルピの生涯教育論においては、

教育を第一目的としない社会的な教育の役割を重

視することから公教育の社会進歩の意味が充分に
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されていないという問題点もある。本論では、公

教育論の役割を重視する立場をとっている。

本論の生涯学習論は、国際化した国家独占資本

体制における地域生活の矛盾構造、様々 な貧困化

形態の問題状況を克服していくという社会権、発

展の権利の立場からの教育論である。地域生活か

らの生涯学習ということは、地域を基盤として全

面的に発達した人間形成をめざしている。それ

は、地域のみの視野しかもたない閉鎖的、前近代

的な未分化の総合性という意味ではなく、個人の

自由な目的意識性によって形成されていく全面的

発達の可能性をもち、よりグローバル化したなか

での地域での豊かな文化をもった人間形成を意味

している。

地域生活との関連で、教育福祉論から学習権を

展開した業績として小川利夫氏の研究があげられ

る。小川氏は社会福祉と教育の問題関心を社会政

策論的社会教育論のアプローチとして、教育のシ

ピル・ミニマムの問題に、思想史・理念論、制度

論との関係において分析した｡①

本論では、小川氏の理念論、制度論を地域生活

の実証的分析の方法によって発展させる立場をと

った。本論は、地域生活を貧困化論と労働の社会

化・生活の社会化論から農村を中心に実証的に分

析した方法として美士路達雄氏の業績に依拠し

て、生涯学習論的に発展させたものである｡②

そして、農民の主体形成としての論理に農民の

貧困化と資本主義的社会化からの論理を継承して

いる。権利としての公教育の整備も社会権的な側

面ばかりでなく、この論理のなかで位置づけてい

る。そして、公教育が地域生活に結びついてこな

かったことに権利としての教育の発展がないこと

の基盤がある。学校教育の管理主義教育、画一的

な偏差値教育、学校の官僚制も地域生活に根づい

た学校論のないところによる。また、多くの公民

館が一部の余暇時間を多く抱える主婦層にかたよ

って展開されていくことも地域生活に根ざした公

的社会教育の役割が不十分である現象である。

本論での学校教育と社会教育の統合論は、宮原

誠一氏の近代学校の形成による歴史的概念として

の社会教育論を発展させている｡③

つまり、社会教育という概念は学校との関係で

構成されているという立場である。しかし、本論

では、統合論を制度論や理念論からではなく、地

域生活における学校と社会教育の歴史的分析のな

かで明らかにしている。地域生活ということを基

軸に学校と社会教育を分析する方法をとってみる

と、宮原誠一氏の歴史的概念としての社会教育論

だけではみえない民衆の教育の理論が明らかにな

ってくる。それは、地域の生活文化の歴史的継承

性ということから民衆の教育・子育ての論理が浮

かびあがってくる。学校教育以外の教育という論

理だけでは、問題の展開ができなくなってくる。

むしろ、地域の生活文化ということから学校と社

会教育を統合的にみていく生涯学習の論理が泌要

である。

本稿の生涯学習論は、歴史的展開軸をとりわけ

重視したのも宮原誠一氏の歴史的概念としての社

会教育論を発展させるためである。民衆の地域生

活文化と教育を歴史的にとらえるために、近代以

降の地域教育と地域文化の分析のみに限定しない

方法をとった。なかでも地域の歴的な伝統文化を

地域生活のなかで重視した。

この方法をとっていくうえで、和歌森太郎氏の

庶民の精神史、宮本常一氏の民俗学からの庶民の

生活論、真壁仁氏の野の文化論・教育論を地域生

活文化の歴史的継承性から積極的に摂取した。本

論の地域生活論の立場は、生涯学習の体系論を分

析していくためであり、生涯学習論とのかかわり

における地域生活分析である。ここでは、地域の

生活文化的環境ということから、学校、社会教育

施設、スポーツ施設、地域の歴史的伝統的文化、

地域連帯・相互扶助、地域的公共サービスなどを

生涯学習論から問題にしていく。

生涯学習論を分析する方法は様々な側面があ

る。地域生活という側面と絡めて生涯学習論を積

極的に問題にする意味は、教育学、社会学、経済

学、法学、歴史学、民俗学などの総合的な社会科

学の成果をもとに実証的に生涯学習論を明らかに

するためである。地域生活と生涯学習論は、総合

的な学際的研究をめざしているものであるが、本

論では、社会学的方法で、地域社会経済現象との

関連で生涯学習の構造を分析する。

地域住民の学習権の視点は、現実の国際化した
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社会的経済的な存在としての具体的な地域住民の

全生活構造の矛盾を重視して、地域住民の豊かな

文化的な生活保障・向上をめざすための社会的な

基本的人権を強調するものである。そして、住民

の学習内容論を地域生活との関係で構築すること

をねらいとした。そこでは、人間的な発達要求と

いうことから、国家・地域に対して、住民自治的

な面や地域の発展の権利という主体的な学習とい

う意味で、生涯学習という概念を積極的に用い

た。

地域生活と生涯学習を分析していくうえで、地

域民主主義、住民自治という論理と国際化した国

家独占資本の地域支配の対抗の枠組みが基本的に

必要である。それは、地域住民の生活に根ざした

権利としての学習の論理と地域動員・地域支配の

論理からの教化主義的啓蒙活動の論理との違いを

明確にするためである。住民参加ということにお

いても住民動員主義的参加と地域民主主義的参加

とがある。

本論の立場は、住民自治ということから地域生

活と生涯学習を考えている。本論の住民自治論に

おいて農民教育論及び現代資本主義の貧困化論と

社会化論の関係で問題整理した山田定市氏の業績

に依拠して、生涯学習と住民自治論を発展させて

いる｡側

山田氏が提起する住民自治における主体形成

は、単に貧困化克服というだけではなく、社会発

展のなかで不可欠の意義をもつという論理であ

る。また、農民の貧困化のなかで、農業技術の発

達に対応した農民労働力の陶治の問題提起は重要

な視点である。農業労働力の陶治についての社会

的要請ならびに農民の直接的学習要求の高まりの

なかでも教育体制は不十分であるという山田氏の

指摘は重要な論点である。⑤

神田は美士路達雄氏の貧困化論と社会化論及

びく前記の山田定市氏の論理展開から学び、現代

農村の生活構造との関連から、社会発展論と結び

ついた生活学習論を積極的に拙書「現代農村と社

会教育」で提起した｡⑥

ここでは、農民の賃労働者化と安全衛生教育、

農村婦人教育、農民の職業技術教育、農家子弟の

進路問題、農村の消費生活の都市化にみられる社

会教育の課題等を問題にした。この著書では、農

村の住民自治の発展は、資本主義的な生産力発展

のなかで生まれていく貧困化を克服していく学習

権保障と地域民主主義の運動によって達成されて

いくことを強調した。

さらに、高度に発達した資本主義での貧困化の

過程において、社会的な人間の能力の発展が全体

に高まっているにもかかわらず、青年・成人の諸

能力の著しい未熟性問題があり、権利としての教

育それ自身の保障のないことが、貧困化の大きな

指標になっていることを指摘したのである｡、

ところで、地域生活と生涯学習論において、教

育の専門的担い手の面から教師や社会教育職員の

役割の分析は重要な課題である。その専門性は、

豊かな地域文化生活や地域民主主義の学習構造を

長期的な見通しをもってすすめるための地域教育

計画と地域住民の多様な学習要求を協同性の論理

で企画し、組織化するための諸能力の形成課題が

あるからである。学校と社会教育の独自の役割が

あることは否定できないが、地域生活との関係で

学習を組織化するということで共通的な専門性が

ある。

社会教育職員の専門性と学校教育の教職員の専

門性を統一的に切り結ぶ論理は、地域生活を基盤

にした学習権的論理である。地域生活と生涯学習

の視点にたって、はじめて学校教育労働の閉鎖性

と官僚制が克服されていく。社会教育職員が学校

教育と切り結ぶことができないのは、教育公務員

としての公教育労働論を論理的につめていないた

めである。一般市町村行政職員から独自性をもつ

教育労働の専門性をのべるのであれば、公教育と

しての専門的職員論の展開が必要である。

教師の専門性は、教科の能力と同時に、子ども

の発達を子どもの生活実態のなかでとらえる力量

である。さらに、教師の専門性で重要なことは、

多様な父母の教育要求のなかで、教育・子育てを

父母と協同できる能力である。教育の専門性と

は、地域生活とのかかわりでの生涯学習論との関

連が求められている。教育の専門性は、分業化さ

れた専門的労働という側面からではなく、地域生

活ということから学習要求を総合的に組織化でき

る論理を内在させている。

－３－
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本論では、以上の視点にたちながら地域学校論

として、地域生活に根ざした学校教育として、貧

困児童問題と就学・発達保障との関連分析、地域

づくりと学校、父母の学校参加論と子どもの生活

実態の関連で分析する。

山田定市氏が指摘するように、教育労働と地域

関連労働との関連のなかで広く教育に関連する労

働を地域生活のなかで位置づけして教育労働を重

層的編成として理解する視点は重要である｡⑧

本論でもこの視点を発展的にとらえている。

この視点を教育労働の独自性の意味を生涯学習

論にある統合的公教育の労働としての論理で重視

している。教育専門労働との関係において公務労

働、協同組合労働、民間企業労働等の地域の生活

との関連労働における教育的関連労働の重層的構

造化の論理展開は、地域生活と生涯学習の内容を

幅広くとらえることができ、公的教育労働の内容

を一層充実したものにしていく役割を果たす。地

域生活の関連労働は、教育労働の学習内容の面か

ら重なる部分も多く、地域教育計画づくりや地域

教育活動としてその協同と連携活動に繋がってい

く。

象にしている。この際に、地域民主主義、住民自

治の視点を基礎にしての村落生活での自治公民

館、町内会・自治会の地域活動、小学校校区の地

域活動の役割を生涯学習論から重視する方法をと

っている。

学校教育と社会教育の統合論において、生涯教

育という概念を敢えて使わず、生涯学習という概

念を使ったことは、国家の教育権の論理としての

教化主義的な教育の誤解を避けるために、権利と

しての教育の主体を重視するということで用い

た。また、地域で生活する住民の学習権の主体性

を分析するために、生涯にわたっての学習の論理

を強調するために生涯学習という概念を用いた。

地域生活を国際化した国家独占資本主義と国民

の生活権との対抗としての分析枠で具体的に地域

に即して総合的にみていくために、農村の地域生

活の分析を中心にして行った。それは、農村の方

が歴史的に村落共同体という継承から地域生活が

より総合的にみられるからである。この方法とし

て、村落構造と社会教育、農村の自立的開発問題

と社会教育の関係を分析した。農村の伝統的な地

団己

詞性ユヘ且藍罵Ｉ国隠化;全国

）召溌

勘唾珍

さらに、一般行政で啓蒙的活

動・教育技術訓練活動や協同組合

労働での教育・組織活動を教育を

主目的とする学習活動のなかで編

成する課題もある。これは、地域

生活と生涯学習という視点から公

教育労働論を労働内容論から整理

していく課題である。公教育労働

論は、公務労働や地域生活関連労

働から独自の専門性をもつ。これ

は、教育における一般行政からの

独立性と権利としての教育の自由

の保障という論理からである。社

会教育職員の配転問題をめぐる市

町村一般行政と教育委員会との人

事交流という矛盾は、社会教育職

員の専門性の内容論の確立の課題

である。

本論での地域生活の範域は、歩

いて行動できる日常的生活圏を対 図１社会権的市民協同性と公教育の関連図

－４－
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域生活を重視することは、復古主義的な共同体に

回帰するための地域再生ではない。それは、地域

生活の歴史的文化性を大切にするためである。

第一章生涯学習研究の方法論

第一節生涯学習論における総合的実証的研究の

方法としての地域生活

人間が豊かな文化的生活を日常的に継続的に享

受する場は、居住する地域社会である。文化的な

地域生活環境の評価とは、衣食住、耐久消費財、

電化製品・車などの基本的な個人の生活手段の充

実と同時に、学校、社会教育施設、保健施設、病

院、福祉施設、スポーツ施設、交通手段、公園な

どの共同的な物質的な生活手段の充実の度合いを

基準にすることが基本的なことである。

地域生活の概念は、市場や財政をとおしての物

質的な価値ばかりでなく、自然環境、空気・水の

うまさ、町並み・文化財などの歴史的文化性、地

域連帯・相互扶助などの豊かな地域的人間関係、

地域的伝統行事のふるさと意識の存在など多様な

価値評価を含む。地域生活論には、多様な価値を

基本にしての地域生活文化論的な視点が求められ

る。

本論の人間的発達の基本的な視点は、社会的諸

関係のなかでの労働の発達を重視している。従っ

て、学校教育や社会教育の統合という生涯学習論

において、地域生活のなかで労働という問題を基

本においてとらえることが必要である。

しかし、大都市の労働者の場合は、ドーナツ化

現象によって居住人口が郊外にうつり、中心部

は、極端に夜間人口が減少していく。つまり、職

場と消費生活の場が大きく分離していく。地域生

活の具体的な場は、その分離のなかで現れてい

る。また、都市郊外には宅地が無計画に進み、生

活環境の充分な整備のない状況におかれる。この

なかで生活関連労働の役割は、地域住民の生活環

境整備要求と並んで、大きな意味をもっている。

・地域生活関連労働は、学校や社会教育の労働、

市町村自治体の労働、地域福祉施設の労働、地域

の医療・保健労働、農協や生協の協同組合労働、

生活関連サービス労働など様々な労働がある。こ

れらの労働者は、職場での民主主義と同時に自己

の労働をとおして、地域生活の向上と密接に結び

ついていく。居住生活の場としての住民自治と職

場としての地域生活関連労働によって地域住民に

奉仕していく労働との統一的担い手が住民運動に

よって形成されていく。地域生活関連労働を重視

したことは、国際化した国家独占資本主義に対抗

する地域労働者の役割が独自にあることを忘れて

はならないためである。

労働者が自己の労働権の主体性の確立として、

職業技術的教育要求と地域生活に責任をもつとい

うことが内在的に統一していくために、労働者教

育と専門的労働としての研究交流の課題がある。

地域生活関連の労働者の労働組合としての地域連

帯の基盤もここにあるのである。ここに、地域生

活関連の労働者としての社会権的要求と地域住民

の市民協同性として統一されていく基盤がある。

それは、生活の社会化というなかで、労働にお

いても自己の専門性ばかりでなく、地域を軸にし

ても総合的な協同性か要求されていく。労働の社

会化ということは、分業の発展による、賃労働者

化、専門性ということばかりでなく、労働者の主

体的な総合性、協同性、連帯・団結性及び参加民

主主義を含んでいる。この場合、労働者の主体形

成において、労働組合の役割が決定に重要であ

り、労働基本権が前提になっていることはいうま

でもない。

労働者の無権利状況は、労働者自身の道徳退廃

ばかりでなく、地域の生活者にとっても地域生活

サービスが専門的に受けられていかないというこ

とで、地域生活権の否定にも連なっていく。現代

の生活の社会化、労働の社会化の状況は、農村に

おいても基本な要求として存在する。農村では、

公共的な事業が積極的に行われているが、生活権

的に環境整備が都市に比して、充分に社会投資が

ないのが現実である。国際化した国家独占資本主

義のなかでは、自己の専門性を生かした地域生活

関連労働者の農村支援の視点が重要である。

ところで、生涯学習の概念は、一生涯の学習と

学校教育の改革という二つの意味をもっていると

している。ひとつは文字どおり「一生涯にわたる

－５－
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学習」という意味であり、いまひとつは、そうし

た考えにもとづく教育の改革原理、とりわけ、教

育制度全般の再構成の原理としての学習である。

この教育の統合の論理を小川利夫氏は次のように

整理する。

「この二つの意味はむろん相互に深い関連をも

っているが、いま国際的に多くの議論をよんでい

るのは、前者よりも後者の意味での生涯学習のと

らえ方をめぐってである。元来、生涯学習は生涯
ｆ

教育といわれてきたが、生涯教育はさらに厳密に

は生涯統合教育といわれてきた。そして、その

「統合」の意味が問題とされてきたのである。そ

の際、教育を一生涯にわたる学習の過程としてと

らえる点では一般的な共通理解がみられるが、よ

り具体的に、そうした見地から既存の学校教育と

社会教育、一般教育と専門教育、職業訓練と教

育、さらに、文化と教育、人権と教育および先進

資本主義諸国の教育と発展途上国の教育などを、

どのように統一的にとらえていくかについては、

いまなお多くの論議がみられる。それだけに各国

の教育事情を無視できない｣｡⑨

学校教育と社会教育の統合論は、学習形態や内

容の統合論等教育学的にも多くの課題が残されて

いる。統合論においては、教育制度論でなく、学

習形態・組織、学習内容を具体的に統合のベース

として考えていくために具体的に地域生活との関

係で生涯学習を問題にする。

本論の地域生活と生涯学習を問題にしていくこ

とは、公教育としての学校教育と社会教育の両側

面から地域生活の関連によって統合の論理を見い

だしていくことにある。

ところで、ジェルピ氏の指摘するように、「生

涯教育についての基本的研究は、始まったばかり

である・・・生涯教育は弁証法的な理論にもとづ

いている。それは、絶対的なものではない。たえ

ずそれ自身を批判に委ねばならない｣｡u①

ジェルピは、生涯教育の研究ははじまったばか

りであるとするが、この見方には、生涯学習研究

が多面的側面からのアプローチがあり、また、学

際的領域ということでもあり、その研究方法的な

吟味は大切である。それぞれの研究の方法論が異

なっているならば、共通の議論すら存在しにくい

という研究対象でもある。しかし、研究対象を厳

密に具体的に設定することによって、学際的な研

究も可能になる。その可能性に地域的な実証研究

がある。

生涯学習研究は、実証的な科学的分析から端を

発したものであり、総合的な科学的研究が求めら

れていることを、ジェルピは次のようにのべる。

「生涯教育は、理論的反省と同時に実証的な社

会学的分析から端を発した概念である。・・・わ

れわれは、教師、心理学者、社会学者以外の専門

家から学ぶことによって、生涯教育の概念を豊か

にしていかねばならない。科学者、芸術家、歴史

家、医師、哲学者などさまざまな分野の人々の生

涯教育への貢献は、われわれの思想を豊かなもの

にしてくれる｣｡(u）

さらに、ジェルピは生涯教育の研究の重要性を

「都市と農村、社会諸階級、持てる国と持たざる

国などの矛盾は、生涯教育の領域における重要な

研究テーマである。これらの矛盾を乗り越える時

にはじめて、それぞれの社会における個人的発展

が可能になるのである」として、生涯教育の研究

は、現実の社会経済構造の矛盾を明らかにして、

その矛盾の克服のなかで個々人が人間的に発展で

きる可能性をもつということであるとする｡('2）

生涯教育は、現実の社会経済的矛盾を克服して

いくという未来的志向の可能性をつくりだしてい

くものである。つまり、「生涯教育へ向けての新

しい実践の指針は、新しい社会関係を創出し、人

間相互の個々の関係を豊かなものにし、諸個人が

彼らの運命に責任を持つものでなければならない

し、新しい段階へと飛躍する人間的投企でなけれ

ばならないだろう｣｡('3）

そして、生涯教育は、新しい社会を創出してい

くための学習活動として人間生活のあらゆる場で

実施しなければならないのである。生涯教育は、

「労働の場、家族や情操生活、余暇、政治、文

化、宗教体験、地域生活、市の立つ場、つまり全

環境がわれわれの学習の意義のある場の装置であ

る。・・・生涯教育を分析する者にとって、教育

を第一目的としない構造の分析こそ、研究の中心

的課題に置かねばならない」として、教育を第一

目的とする活動と社会経済的生活における教育的

－６－


































